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■計画の基本情報

R 3 ～ R 12

亀山市歴史的風致維持向上計画(第2期)に関する実績等報告書（令和６年度）

位置付け

　本計画は、地域における歴史的風致の維持向上に関する法律第４条の規定に基づき
同法第５条第２項に規定する内容をまとめたものである。また、本計画は、同法による国
の第１号認定を受けた第１期計画の課題の解決と、より一層の歴史的風致の維持及び
向上を目指し、歴史的資産、文化財の保護とまちづくりが一体となる取組を推進していく
ための第２期計画として策定したものである。

建設部 都市整備課

目的・概要

計画期間 年度

　亀山市における固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴
史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地が一体となって形成してきた良好な市
街地の環境の維持及び向上を図る。

計画の骨格

市民文化部 文化課

第１章．歴史的風致形成の背景
　１．自然的環境
　２．社会的環境
　３．歴史的環境
　４．文化財等の分布状況
第２章．維持及び向上すべき歴史的風致
　１．歴史的風致
　（１）東海道「関宿」周辺の歴史的風致
　（２）東海道「亀山城跡・亀山宿」周辺の歴史的風致
　（３）東海道「坂下宿・鈴鹿峠」周辺の歴史的風致
　（４）東海道「野村集落」周辺の歴史的風致
　（５）東海道「川合・和田集落」周辺の歴史的風致
　（６）大和街道「加太宿」周辺の歴史的風致
　（７）巡見道「安楽越」周辺の歴史的風致
　（８）金王道「昼生地区」周辺の歴史的風致
第３章．歴史的風致の維持及び向上に関する方針
　１．歴史的風致の維持及び向上に関するこれまでの取組
　２．歴史的風致の維持及び向上に関する課題
　３．上位・関連計画との関連性
　４．歴史的風致の維持及び向上に関する方針
　５．実施体制
第４章．重点区域の位置及び区域
　１．重点区域の位置及び区域
　２．重点区域の指定の効果
　３．良好な景観の形成に関する施策と連携
第５章．文化財の保存又は活用に関する事項
　１．市全体に関する事項
　２．重点区域に関する事項
第６章．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項
　１．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理についての方針
　２．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理のための事業
第７章．歴史的風致形成建造物の指定の方針
　１．歴史的風致形成建造物の指定における基本的な考え方
　２．歴史的風致形成建造物の指定における基準
第８章．歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項
　１．歴史的風致形成建造物の管理の指針における基本的な考え方
　２．個別の事項
　３．届出が不要の行為
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■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R6）単位

成果指標名

なし

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

　令和３年５月１９日に国の認定を受けた亀山市歴史的風致維持向上計画（第２
期）に基づき、以下の事業を進めた。
・重点区域案内看板整備事業
・東海道街道沿街なみ環境整備事業
・歴史的環境整備事業（小公園の整備・改修）

　重点区域案内看板整備事業では、計画に基づき、文化財説明看板「川俣神社
社叢」を設置、また、関宿内看板を更新することで、広く市民や来訪者に歴史的価
値を知ってもらい、文化財の保存と活用に寄与した。また、東海道街道沿街なみ環
境整備事業では、旧東海道関宿周辺地域のうち、約0.7ｋｍの自然石舗装及び表
面処理を行い美装化することで、住環境の改善を図り、良好な街なみ形成を推進
することができた。さらに、歴史的環境整備事業では、良好な街なみの形成を図る
ため、東町ふれあい広場便所の詳細設計を実施した。
　その他、東海道及び東海道沿道の魅力ある歴史資源等との調和、統一性の取れ
た良好なまちなみ環境を創出、次世代に維持していくため、道路舗装や看板などの
整備手法等に関しての考え方を整理し、整備方針を明確にした「東海道整備ガイド
ライン」を策定した。

　旧東海道の美装化や文化財説明看板など歴史的風致を醸し出す文化財等の整
備を進めたことにより、「東海道を基軸とした歴史的風致の維持向上」を図ることが
できた。

　亀山市歴史的風致維持向上計画（第１期）で進められなかった拠点文化財等を
つなぐ道路整備事業（道路美装化事業等）を第２期計画に基づき今後も進めていく
必要がある。また、以前設置した文化財説明看板の老朽化が進んでいることから、
更新する必要がある。

　令和３年５月１９日に国より認定された「亀山市歴史的風致維持向上計画（第２
期）」や「東海道整備ガイドライン」に基づいて、道路舗装や看板の整備・検討など、
歴史的資産、文化財の保護とまちづくりが一体となる事業を進める。


